
令和８年３月 24日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構再雇用職員等に関する就業規則の一部改正 新旧対照表（案）                                     本部事務局人事部 

第 35号議案 

新 旧 改正理由等 

（略） 

 

（勤務条件の明示） 

第５条 再雇用職員等として雇用しようとする者には、その雇用に際して、

雇用条件通知書（第１号様式。ただし、第８条の２第１項の規定により無

期労働契約に転換する再雇用職員等にあっては、契約職員及び非常勤職員

等の就業規則第２号様式の４を準用する。）を交付するものとする。 

２ （略） 

 

（雇用期間の末日） 

第８条 再雇用を行う場合及び雇用期間の更新を行う場合の雇用期間の末

日は、その者が年齢 65年に達する日以後における最初の３月 31日以前で

なければならない。 

２ 理事長は、前項の規定により雇用期間を終了すべきこととなる場合にお

いて、次に掲げるいずれかの事由があると認めるときは、前項の規定にか

かわらず、当該職員に係る雇用期間の末日の翌日から起算して１年を超え

ない範囲内で期限を定め、当該職員を当該雇用期間の末日において従事し

ている職務に従事させるため、雇用期間を延長して引き続き勤務させるこ

とができる。 

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、

当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず業務

の運営に著しい支障が生ずること。 

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該

職員の退職による欠員を容易に補充することができず業務の運営に著

しい支障が生ずること。 

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該職務に係る業務の遂行上重大な障

害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により業務の運営に著

しい支障が生ずること。 

３ 理事長は、前項又はこの項の規定により延長された雇用期間の末日が到

来する場合において、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるとき

は、これらの延長された雇用期間の末日の翌日から起算して１年を超えな

い範囲内でさらに雇用期間を延長することができる。ただし、当該雇用期

間は、当該職員に係る延長前の当初の雇用期間の末日の翌日から起算して

５年を超えることができず、かつ、その者が年齢 70年に達する日以後に

おける最初の３月 31日以前でなければならない。 

４ 理事長は、第２項の規定により雇用期間を延長することとされた職員及

び前項の規定により雇用期間が延長された職員について第２項又は前項

の規定により延長された雇用期間の末日が到来する前に第２項各号に掲

げる事由がなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定

（略） 

 

（勤務条件の明示） 

第５条 再雇用職員等として雇用しようとする者には、その雇用に際して、

雇用条件通知書（第１号様式）を交付するものとする。 

 

 

２ （略） 

 

（雇用期間の末日） 

第８条 再雇用を行う場合及び雇用期間の更新を行う場合の雇用期間の末

日は、その者が年齢 65年に達する日以後における最初の３月 31日以前で

なければならない。 

（新設） 
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新 旧 改正理由等 

めて当該雇用期間の末日を繰り上げるものとする。 

５ 理事長は、第２項の規定若しくは第３項の規定により雇用期間を延長す

る場合又は前項の規定により雇用期間の末日を繰り上げる場合には、当該

職員の同意を得なければならない。 

６ 前各項のほか必要な事項については、理事長が別に定める。 

 

（無期労働契約への転換） 

第８条の２ この規則により再雇用された職員のうち、通算雇用期間が５年

（大学等、研究開発法人（科学技術・イノベーション創出の活性化に関す

る法律別表第１に掲げられている法人）又は試験研究機関等（科学技術・

イノベーション創出の活性化に関する法律施行令別表第１に掲げられて

いる機関）との協定その他契約によりこれらと共同して行う共同研究開発

等の業務に専ら従事する者又は共同研究開発等に係る運営管理に係る業

務に専ら従事する者については 10年）を超える者は、現在の雇用期間満

了日の３か月前までに無期転換請求申込書（契約職員及び非常勤職員等の

就業規則第４号様式を準用する。）により理事長へ申し込みすることで、

現在締結している雇用期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約

での雇用に転換することができる。 

２ 所属長は、前項の規定による申し込みがあったときは、無期労働契約転

換申込み受理通知書（契約職員及び非常勤職員等の就業規則第５号様式を

準用する。）により受理を通知しなければならない。 

３ 前項の規程により受理を通知したときには、速やかに関係書類を添えて

人事部長に報告しなければならない。 

４ 第１項の通算雇用期間は、平成 25年４月１日以降に開始する有期労働

契約の雇用期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約につ

いては、その末日までの期間とする。ただし、労働契約が締結されていな

い期間が連続して６か月（当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契

約の雇用期間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の雇用

期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の雇用期間

を通算した期間。）が１年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働

契約の雇用期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令

で定める期間）以上ある任期付職員については、それ以前の雇用期間は通

算雇用期間に含めないものとする。 

５ 第１項の規定により締結される無期労働契約に係る勤務条件は、この規

則及び現に締結している有期雇用契約に係る勤務条件とする。 

６ 第１項の規定により無期労働契約を締結した再雇用職員は、前条第３項

の規定にかかわらず、その者が年齢 70年に達する日の属する年度の末日

をもって退職とする。 

 

（給与） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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新 旧 改正理由等 

第９条 （略） 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の 71.25を乗じて得た額（事

務職等給料表(1)の適用を受ける再雇用職員等でその職務の級が７級以上

であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける再雇用職員等でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（理事長が別に

定める再雇用職員等に限る。以下「特定幹部職員」という。）にあっては、

100分の 61.25を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の期間におけ

る前項の再雇用職員等の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各

号に定める割合を乗じて得た額とする。 

（略） 

９ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って

定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する

勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に、100分の 51.25（特定幹部職

員にあっては 100分の 61.25）を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

 

（略） 

 

附 則 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

第９条 （略） 

４ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の 70を乗じて得た額（事

務職等給料表(1)の適用を受ける再雇用職員等でその職務の級が７級以上

であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける再雇用職員等でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（理事長が別に

定める再雇用職員等に限る。以下「特定幹部職員」という。）にあっては、

100分の 60を乗じて得た額）に、基準日以前６箇月以内の期間における

前項の再雇用職員等の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号

に定める割合を乗じて得た額とする。 

（略） 

９ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って

定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する

勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に、100分の 50（特定幹部職員に

あっては 100分の 60）を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 

 

（略） 

 

 

 

 

 
 

・期末・勤勉手当支

給月数の改定を行

うための改正 

 

 


